
関係者各位 

令和 8年 2月 

株式会社 G＆G 業務部 業務課 法務チーム  

 

本社・各営業所の過半数代表者の決定について 
 

 労働基準法により、会社が労使協定締結時や就業規則の作成変更を行う時は、過半数代表者

への意見聴取が必要になっています。 

 これに伴い信任投票を実施しました結果、下記の通り従業員代表が決定しましたので、お知らせ

いたします。 

 

【過半数代表者一覧】 

全社 表 結紀 姫路営業所 大西 陸仁 

富山営業所 中嶋 文太 名古屋オフィス 森 美樹子 

高岡営業所 高桑 彩貴 高槻営業所 小松 亜希子 

金沢営業所 松田 義仁 岐阜営業所 松尾 心愛 

滋賀営業所 稲本 慎也 長野営業所 原山 颯太 

仙台営業所 原田 誠 長岡営業所 嶋田 理恵子 

小牧営業所 近藤 宏秋 北九州営業所 湯越 大樹 

一宮営業所 新保 貴之 郡山営業所 伊藤 美紅 

高崎営業所 岡田 優芽 柏営業所 平田 千英 

太田営業所 加来 久美子 堺営業所 本田 有佳 

東大阪営業所 多田 恵里 岡山営業所 小山 怜央 

宇都宮営業所 添田 美郁 広島営業所 堀 史帆 

淀川営業所 平野 晴美 七尾営業所 國分 恵子 

厚木営業所 渡邊 みどり 三河営業所 近藤 真美子 

 

過半数代表者としての任期 

2026年 4月 1日～2027年 3月 31日 

 

過半数代表者としての職務 

1. 時間外労働・休日労働に関する労使協定（36協定）の締結 

2. 育児休業・介護休業等の適用除外に関する労使協定の締結 

3. 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する労使協定の締結 

4. 一斉休憩の適用除外に関する労使協定の締結 

5. 賃金の一部控除に関する労使協定の締結 

6. フレックスタイム制に関する労使協定の締結 

7. 変形労働時間制に関する労使協定の締結 

8. 就業規則の作成及び変更に際しての意見聴取 

9. 労働者派遣法第 30条の 4第 1項の規定に基づく労使協定の締結 

10. その他法令等により定められた事項 


